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Ⅰ 指定管理者制度の趣旨 

  平成１５年６月に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理について、民間の 

能力を活用することにより住民サービスの向上と経費の削減を図るため、指定管理者制 

度が導入されました。 

  これまでは、地方自治法で規定された団体にしか委託できませんでしたが、法律の改 

正により地方公共団体の出資法人や公共団体に限らず、民間企業や各種法人、その他の 

団体も議会の議決を経て「公の施設」の管理を行う指定管理者となることができるよう 

になりました。 

 佐井村では、佐井村斎場の指定管理者の指定にあたり、広く事業者を公募し、運営管 

理と住民サービスの向上、更には、経費の節減について、創意工夫のある提案を募集し

ます。 

 

Ⅱ 指定管理の概要 

 １ 施設の名称 

 佐井村斎場「蓮精苑」 

 ２ 公募の期間 

    平成２９年１０月２日(月)から平成２９年１０月３１日（火）まで 

 ３ 指定期間 

    平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで（５年間） 

 ４ 指定管理者の選定方法 

    指定管理者の選定は、「佐井村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する 

   条例施行規則」に基づき設置された「指定管理者選定委員会」において、事業計画 

の実施に要する費用・効果、事業計画に沿って施設を管理する能力等を面接審査な 

どにより総合的に評価して選定します。 

 ５ 選考結果の通知 

    選考結果は、申請書類を提出した応募者に対して速やかに通知します。 

 ６ 協定の締結 

    審査会による審査結果を基に、村と指定管理者（候補者）間で管理運営費・事業 

内容・その他必要事項について協議を行い、指定の議決後に協定を締結します。 

    ※特に、管理運営費については村の想定した予算額を上回っている場合は、提案 

された額を調整させていただくこととなります。 

 ７ 問い合わせ先 

    〒039‐4711 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森２０番地 

     佐井村役場 住民福祉課 住民係   電 話 0175－38－2111 

                       ＦＡＸ 0175－38－2492 

                       Ｅmail sai_juuhuku@vill.sai.lg.jp 

mailto:sai_juuhuku@vill.sai.lg.jp


 

 

 

Ⅲ 公募に関する事項 

 １ 指定管理者の公募及び選定スケジュール 

① 募集要項等の配布 

     募集要項及び仕様書等は、平成２９年１０月２日(月)～平成２９年１０月３１ 

日（火）に配布できますので必要な方はご来庁ください。なお、郵送はいたしま 

せん。また、佐井村ホームページからもダウンロードできます。 

・配布場所：問い合わせ先に同じ 

 ・配布時間：平日 午前９時～正午 午後１時～午後５時 

  ② 募集要項及び業務仕様に関する質問書（様式第５号）の受付 

     質問は以下のとおり受け付けます。質問に対する回答は、受付終了後一括して 

ＦＡＸ等で行います。なお、質問内容によっては時間をいただく場合があります。 

 受付時間：平成２９年１０月２日（月）から平成２９年１０月３１日（火） 

 受付方法：質問書に記入のうえ、住民福祉課まで提出してください。 

  ③ 申請の受付 

     申請書類を以下のとおり受け付けます。 

  受付期間：平成２９年１０月２日（月）から平成２９年１０月３１日（火） 

       平日 午前９時から正午 午後１時から午後５時 

  受付場所：佐井村役場住民福祉課 

※ 申請書及び申請書類は持参してください。（事故防止のため郵 

便等での提出は受け付けません。） 

※ 必要な書類が不足している場合は受け付けしません。 

※ 提出期限後における申請書又は添付書類の変更及び追加は認 

めません。 

  ④ 審査会の実施 

     応募内容や応募するにあたっての取り組みなどを聴く、審査会を実施します。 

     平成２９年１１月上旬を予定しておりますが、詳細な日時及び場所は全応募団 

体に別途通知します。 

  ⑤ 選考結果の通知 

     選考結果の通知については、全応募団体あてに文書で通知します。 

  ⑥ 協定締結 

     選定された団体については、地方自治法の規定に基づき、佐井村議会に対して 

    提案し、議決後に指定管理者として指定します。指定にあたっては、文書で通知 

するとともに告示し、その後協定締結をいたします。 

 ２ その他 

   村議会の議決を経るまでの間に指定管理者に指定することが著しく不適当と認めら 

れる事情が生じたときは、指定管理者に指定しないことがあります。なお、村議会の 

議決が得られなかった場合及び否決された場合においても、佐井村斎場「蓮精苑」に 



 

 

 

係る業務及び管理の準備のために支出した費用については一切保証しません。また、 

指定後、指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために、本村が行う指示に従わな

いとき、その他指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全

部又は一部の停止を命ずることがあります。なお、指定を取り消し、又は期間を定め

て業務の全部若しくは一部の停止によって損害が生じても、その賠償の責めは負いま

せん。 

 

Ⅳ 募集要項 

 １ 施設の概要 

  （１）名 称  佐井村斎場「蓮精苑」 

  （２）所在地  青森県下北郡佐井村大字佐井字黒岩１６番地２ 

  （３）設置時期 平成７年１０月 

  （４）施設概要 詳細は別紙仕様書を参照 

 

 ２ 申請の資格 

  ① 法人その他の団体であること。 

  ② 団体又はその代表者が次のいずれにも該当しないこと。 

   ア 法律行為を行う能力を有しない者 

   イ 破産者で復権を得ない者 

   ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を 

    準用する場合を含む。）の規定により本村おける一般入札等の参加を制限されて 

    いる者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２ 

    第１１項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者 

   オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、 

    第１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に 

抵触することとなる者 

   カ 国税及び地方税を滞納していないこと 

 

 ３ 申請の手続き 

   指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて提出す

ること。 

① 指定申請書（別記様式第１号） 

② 申請資格を有していることを証する書類 

   ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 

   イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書又は住民票抄本 

   ウ 定款又は規約その他これらに相当する書類 



 

 

 

   エ 申込資格に関する申立書（別記様式第２号） 

   オ 国税及び地方税の納税証明書 

   カ 納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書（別記第２号様式） 

  ③ 管理の方針及び事業計画書（様式第１号） 

   ア 人員配置計画書（様式第２号） 

   イ 再委託予定調書（様式第３号） 

  ④ 管理に係る収支計画書（様式第４号）【指定期間５年分】 

  ⑤ 当該団体の経営状況を説明する書類 

   ア 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類 

   イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類 

   ウ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

   エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当 

する書類 

  ⑥ その他、佐井村斎場「蓮精苑」の施設の管理が適正かつ確実に行われたかどうか 

を判断するために村長が必要と認める書類 

 ４ 申請の受付期間 

   申請書類の受付期間は、Ⅲ 公募に関する事項の④を参照のこと。 

   なお、提出期限後における申請書又は添付書類の変更及び追加は認めない。 

 ５ 審査及び選定の基準 

  ① 審査方法 

    指定管理者の選定にあたっては、「佐井村公の施設に係る指定管理者の指定手続 

き等に関する条例施行規則」に基づき設置された「選定委員会」において、応募書 

類及び面接審査などにより選考する。 

  ② 選定の基準 

   ア 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること 

   イ 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること 

   ウ 公の施設の適切な維持及び管理ならびに管理に係る経費の縮減が図られるもの 

    であること 

   エ 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し 

ており、又は確保できる見込みがあること 

   オ その他村長が別に定める事項 

 ６ 管理の基準 

  ① 次の法令等を遵守し、適正に施設の維持管理、運営を行うこと。 

   ア 地方自治法 

   イ 労働基準法 

   ウ 佐井村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例・同施行規則 

   エ 佐井村斎場の設置等に関する条例・同施行規則 



 

 

 

   オ 消防法その他建築物の管理に関して必要な法令 

   カ その他関係する法令 

  ② 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報について適正に取り扱うこと。 

 ７ 利用料金に関する事項 

   施設の利用料金（施設使用料）は指定管理者に収受させるものとする。 

 ８ 施設管理費用の支払 

   佐井村斎場の管理業務に要する経費に充てるため、年度ごとに予算の範囲内で委託 

  料を支払うものとする。支払時期や額、方法は協定にて定める。 


